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東海村発足７０周年記念プロジェクションマッピング映像制作等業務 

受託者選定に係る公募型企画提案競技実施要領 

 

１ 業務の目的 

  本要領は，東海村（以下，「発注者」という。）が発注する「東海村発足７０周年記念プロジ

ェクションマッピング映像制作等業務委託」において，その受託者を公募するにあたり，必要

とする基本事項について定めるものである。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名称 

   東海村発足７０周年記念プロジェクションマッピング映像制作等業務 

 （２）業務内容 

別紙「東海村発足７０周年記念プロジェクションマッピング映像制作等業務委託仕様書」

のとおり 

 （３）履行期間 

契約日の翌日から令和７年７月３１日まで 

 （４）提案上限額 

５，０６８，０００円（消費税額及び地方消費税額含む） 

※提案上限額であり，契約金額を示すものではない。 

 

３ 参加資格要件 

  本企画提案競技（以下「プロポーザル」という。）に参加できる者は，本業務を遂行する能力

を有し，次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

 （１）法人格を有していること。 

（２）参加表明書の提出の日から契約締結までの間において，東海村物品調達等契約に係る指

名停止等の措置要領に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第 167 条の１１条第１項において準用す

る第 167条の４第１項又は第２項に規定する者でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第 154 号）に基づく更生手続き開始の申立中もしくは更生

手続き中又は民事再生法（平成１１年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申立中も

しくは再生手続き中でないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号に掲げる暴力団構成員若しくはそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 

（６）国税及び地方税について滞納がないこと。 

（７）宗教活動及び政治活動を目的としている者でないこと。 

（８）東海村と円滑な連携調整ができる体制を有すること。 
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４ 公募スケジュール 

  本プロポーザルは，次の日程とする。 

 （１）プロポーザル公募開始   令和６年１０月１日（火） 村公式ホームページに掲載 

（２）質問提出期限       令和６年１０月７日（月） 午後５時 

（３）質問回答予定日      令和６年１０月９日（水） 

（４）参加表明書等提出期限   令和６年１０月１１日（金）午後５時 

（５）参加資格確認結果通知   令和６年１０月１８日（金） 

（６）企画提案書等提出期限   令和６年１０月３１日（木）午後５時 

（７）プレゼンテーションの実施 令和６年１１月５日（火）予定 

（８）選定結果通知       令和６年１１月１１日（月）予定 

（９）契約締結         令和６年１２月下旬予定 

 

５ 質問及び回答 

 （１）提出期限 令和６年１０月７日（月）午後５時厳守 

 （２）提出先  本実施要領１３の「担当課」と同じ 

 （３）提出方法 質問書（様式第７号）により，原則電子メールにより行うこと。 

         ※提出後は，電話で受信確認の連絡をすること。 

 （４）回答予定日 令和６年１０月９日（水） 

 （５）回答方法 全ての質問を取りまとめ，東海村公式ホームページに公開する。 

なお，質問した事業者名は公表しない。 

 （６）その他  電話による質問，期限を過ぎた質問，審査に関する質問及び回答に対する質 

         問には回答しない。 

 

６ 参加表明書等の提出 

 （１）提出期限 令和６年１０月１１日（金）午後５時厳守（郵送の場合は必着） 

         ※提出後の差替え及び参加者からの追加資料の提出は認めない。ただし，不 

明確な記載がある場合等，発注者が認めた場合は，この限りでない。 

 （２）提出先  本実施要領１３の「担当課」と同じ。 

 （３）提出方法 郵送又は持参すること。 

    ア 郵送の場合は，簡易書留郵便又は一般書留郵便によることとし，封筒表面に「東海

村発足７０周年記念プロジェクションマッピング映像制作等業務委託プロポーザル参

加表明書在中」と明記すること。 

    イ 持参の場合は，平日（土日，祝日を除く。）の午前９時から午後５時までの時間帯に

提出すること。 

 （４）提出書類 

    ア 参加表明書（様式第１号） 

    イ 会社概要書（様式第２号） 

    ウ 誓約書（様式第３号） 
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    エ 業務実績一覧（様式第４号） 

オ 定款，規約その他これらに類する書類（最新のもの。コピー可） 

    カ 登記事項証明書（コピー可） ※発行３か月以内のもの 

    キ 納税証明書（滞納がないことの証明書） ※発行３か月以内のもの 

    ク 決算書類 ※直近で把握可能な２年分の財務諸表（貸借対照表，損益計算書，株主

資本等変動計算書，キャッシュフロー計算書） 

    ※東海村の入札参加資格を有する事業者については，カ・キ・クの書類は省略すること

ができる。 

 （５）提出部数 正本１部 

 

７ 参加資格審査結果の通知等及び企画提案書等の提出依頼 

 参加表明書等受理後，６（４）の「提出書類」により参加資格の適否を確認し，その結果を 

令和６年１０月１８日（金）までに電子メールで通知するとともに，文書を発送（配達証明）

する。 

 また，参加資格要件を満たす参加者には，その際に企画提案書等の提出依頼を合わせて行う。 

なお，参加資格要件を満たさない参加者は，失格とする。 

 

８ 企画提案書等の提出 

（１）提出期限 令和６年１０月３１日（木）午後５時厳守（郵送の場合は必着） 

        ※提出後の差替え及び提案者からの追加資料の提出は認めない。 

        ※参加表明書等を提出した者であっても，提出期限までに企画提案書等を提

出しなかった場合は，本プロポーザルへの参加を辞退したものとする。 

        ※企画提案書等は，専門用語，略語等の使用は極力控えるなど，審査委員会

委員が理解しやすいように工夫すること。 

（２）提出先  本実施要領１３の「担当課」と同じ。 

（３）提出方法 郵送又は持参すること。 

   ア 郵送の場合は，簡易書留郵便又は一般書留郵便によることとし，封筒表面に「東海

村発足７０周年記念プロジェクションマッピング映像制作等業務委託企画提案書在

中」と明記すること。 

   イ 持参の場合は，平日（土日，祝日を除く。）の午前９時から午後５時までの時間帯に

提出すること。 

（４）提出書類 

   ア 企画提案書提出書（様式第５号） 

   イ 企画提案書（任意様式） 

    ・仕様書の業務内容に掲げる各事項について，具体的な提案をするとともに業務の実

施手順及び実施体制，業務スケジュールを記載すること。 

    ・用紙はＡ４とし，頁数は表紙・目次を含めて２０ページ以内とすること。なお，Ａ

３折込みを入れる場合は，２頁扱いとする。 
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    ・提案者名及び提案者名が判別できるデザインやロゴマークを使用しないこと。 

   ウ 見積書及び見積内訳書（任意様式） 

・「２（４）提案上限額」を踏まえ，税込み金額で提案額を明示すること。また，用紙

サイズはＡ４とし，単価や人日等の積算内訳を項目ごとに記載すること。 

   エ 業務実施体制届（様式第６号） 

    ・配置予定の技術者の保有資格，業務実績等を記載すること。 

（５）提出部数 正本 1部 副本８部（副本は，「企画提案書」のみとする。） 

（６）無効となる企画提案書 

以下に該当する提案は，無効とする。 

   ア 参加資格を有しない者の提案 

   イ 見積書の金額が，提案上限金額を超える提案 

ウ 虚偽の記載をした提案 

 

９ プレゼンテーション及び審査 

（１）審査方法 

選定にあたっては，審査委員会を設置し，提出された企画提案書をもとに，参加者によ

るプレゼンテーションを実施する。審査委員会において，評価が最も優れている参加者を

契約候補者として選定する。 

（２）プレゼンテーション内容 

提案者は，企画提案書をもとに口頭説明を１５分以内で行い，その後，審査委員からの

質疑応答の時間を１０分程度設ける。 

（３）プレゼンテーション及び審査会実施日 

令和６年１１月５日（火） 

（４）プレゼンテーションの際の注意事項 

  ア プレゼンテーションの実施時間及び会場等の詳細は，別途通知する。なお，プレゼ

ンテーションの順番は，原則として企画提案書の受付順とする。また，オンラインで

の参加は認めない。 

   イ プレゼンテーションへの参加人数は５名までとする。 

ウ プレゼンテーションの際，提案書に記載された事項の補足説明のために資料投影を

希望する場合は，事前に申し出るとともに，資料データを担当課まで送付しておくこ

と。（インタラクティブホワイトボード等への投影が可能） 

エ プレゼンテーションの準備は開始時間までに行うこととし，開始時間を過ぎた場合

はプレゼンテーションの説明時間に含める。 

オ 提出した企画提案書の内容と著しく異なるプレゼンテーションは失格とする。 

カ 指定した時間に遅れた場合は失格とする。ただし，やむを得ない事情がある場合は

この限りでない。 

（５）審査結果 

ア プロポーザルは，審査委員会が「プロポーザル審査評価基準表」（非公開）に基づき
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審査し，後日速やかに参加者全員にその結果（選定の有無・順位・評価点）を書面に

て通知し，選定された契約候補者名は後日東海村公式ホームページで公開する。 

イ 評価点の合計が同点の場合は，審査委員会の多数決により選考する。  

ウ 提案者が１者のみの場合は，審査の結果において評価得点が総評価得点の６割以上

かつ各審査項目の評価得点がいずれも評価配点の２分の１以上であるときに限り， 当

該提出者を優先交渉権者として確定する。なお，基準点に満たない場合又は提案者が

いない場合は，再度プロポーザルの募集を実施する。 

エ 審査過程及び審査結果等選定に関しての異議等は，一切受け付けない。 

 

１０ 評価項目 

  審査における評価項目は，次表による。 

審査項目 審査内容 配点 

業務実施方針 業務の目的や内容，仕様等を正しく理解しているか。 10 

企画内容 
魅力のある，来場者が楽しめるものとなるような全体構成に

なっているか。 
20 

技術力 
ＣＧ作成映像や村が提供した素材などを効果的に組み合わ

せ，会場にあわせた映像制作となっているか。 
20 

独自性 
映像や演出にオリジナリティやインパクトがあり，集客力や

話題性が見込める提案となっているか。 
20 

実績 
コンサートや楽器の生演奏に合わせた作品について受注実

績があるか。 
10 

具体性 明確かつ具体的で実現性のある提案となっているか。 10 

実施体制 
提案内容を円滑に遂行できる業務スケジュールや実施体制

となっているか。 
10 

 

１１ 契約の締結 

 （１）審査結果に基づき選定した契約候補者と，提案に沿って契約内容について協議，調整を

行った上で，随意契約により委託契約を締結する。その際，協議等の結果に基づき，提案

内容の一部を変更する場合がある。なお，契約候補者からの企画提案書の内容の変更は，

原則として認めないものとする。 

 （２）契約候補者に選定された参加者が辞退した場合，又は協議が整わなかったときは，次順

位の者を新たな契約候補者として，契約についての協議等を行った上で，委託契約を締結

するものとする。 

 

１２ その他 

 （１）各種様式については，東海村公式ホームページからダウンロードすること。 
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 （２）提出期限までに，参加表明書等を提出しない者は，本プロポーザルに参加できないもの

とする。 

 （３）本プロポーザルを参加表明書等提出後に辞退する者は，参加辞退届（様式第８号）を書

面で速やかに提出すること。 

 （４）企画提案書及び見積書は，１者につき１提案に限るものとし，プレゼンテーションにつ

いても同様とする。 

 （５）提出された企画提案書等の書類は返却しない。 

 （６）企画提案書等の作成・提出等に要する経費は，提案者が負担するものとする。 

 

１３ 担当課 

   〒３１９－１１９２ 茨城県那珂郡東海村東海三丁目７番１号 

   東海村 総合戦略部 政策推進課 村発足７０周年記念事業担当 

   電話番号  ０２９－２８２－１７１１（内線１３０６） 

   Ｆ Ａ Ｘ  ０２９－２８７－０３１７ 

   電子メール kinen@vill.tokai.ibaraki.jp 

    

 


